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小鹿野町尾ノ内自然ふれあい館及び関連施設指定管理者募集要項

小鹿野町尾ノ内自然ふれあい館及び関連施設の運営管理について、民間事業者が有するノ

ウハウを活用することにより利用を促進し、利用者に対するサービスの向上を図るため、小

鹿野町公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例第 1条の 2第 2項第 2号の規定

により、地域の活力を積極的に活用する管理運営を行う団体からの創意工夫のある提案を求

めます。また、施設の管理運営に併せて、自主事業（指定管理者が自ら企画した業務で指定

管理業務ではない業務）の提案も求め、指定管理業務に含めるものとします。

１ 対象施設の概要

（１）名称

①小鹿野町尾ノ内自然ふれあい館

②関連施設

ア 水道給水施設

イ 水洗トイレ

ウ シャクナゲ園及び周辺園地

エ 駐車場

オ 進入路

③対象施設位置図 別添１「尾ノ内自然ふれあい館及び関連施設位置図」のとおり

（２）所在地

小鹿野町河原沢３５１５番地ほか

２ 指定管理者が行う業務の範囲

（１）小鹿野町尾ノ内自然ふれあい館及び関連施設（以下「関連施設」という。）の利用

の許可に関する業務

（２）関連施設の利用に関する料金（以下「利用料金」という。）の収受に関する業務

（３）関連施設の施設及び設備の維持管理に関する業務

（４）その他関連施設の運営に関し、町長が必要と認める業務

※詳細は「小鹿野町尾ノ内自然ふれあい館及び関連施設指定管理業務仕様書」をご覧

ください。

３ 管理を行う期間（指定期間）

令和７年７月１日から令和１０年３月３１日まで（２年９ヶ月）

ただし、管理を維持することが適当でないと認めるときは、期間の途中において指定を取

り消すことがあります。

４ 管理運営に要する経費

・地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第８号に規定する利用料金制（指

定管理者は、利用料金を自らの収入として収受）を採用します。

・関連施設の管理・運営に係る人件費、施設管理費（事務費、保守管理費）、光熱水費、修繕

費、その他施設の管理運営費に充てるための経費（以下「指定管理料」という。）を支払いま
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す。

・令和７年度における指定管理料の上限額は５２６，０００円（消費税及び地方消費税を含

む）

・令和８年度から令和１１年度までの指定管理料は1年度内７００，０００円（消費税及び地

方消費税を含む）を上限額とします。

・ただし、提示した指定管理料は、予算の議決を経て確定するため、必ずしも提示額が保証

されるものではない。

・指定管理料の額については、毎年度締結される年度協定書により定めます。

５ 応募資格

地方自治法第２４４条の２の規定により、法人その他の団体（以下「法人等」という。）で

あること。

（１）次のいずれかに該当する法人等は申請者となることはできない。

ア．小鹿野町内に本社又は支店・営業所等を有しない法人等

イ．代表者が法律行為を行う能力を有しない者又は破産者で復権を得ない者である法人

等

ウ．地方自治法施行令第１６７条の４の規定により、小鹿野町から入札等の参加を制限

されている法人等

エ．会社更生法に基づく更生手続開始の申立て、又は民事再生法に基づく再生手続開始

の申立てがなされている法人等

オ．小鹿野町から入札参加停止措置を受けている法人等

カ．法人税（法人以外の団体にあっては、代表者の所得税）、消費税及び地方消費税並び

に 所在又は居住する市町村の税を滞納している法人等

キ．暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定する

暴力団をいう。）、その構成員（暴力団の構成団体の構成員を含む。）が暴力団の構成員

でなくなった日から起算して５年を経過しない者の統制下にある法人等及びその代表

者等（法人にあってはその役員及び経営に事実上参加している者を、その団体にあっ

てはその代表者及び運営に事実上参加している者をいう。）が暴力団の構成員等である

法人等

（２）複数の法人等でグループを構成して申請する場合は、代表する法人等を選出し、町と

の協議は代表する法人等が行うこと。なお、当該グループの構成員は、他のグループの

構成員となり、又は単独で申請を行うことはできない。また、構成員のいずれかが上記

（１）のいずれかに該当する場合は、指定を受けられない。

（３）地方自治法の請負に係る兼業禁止規定の趣旨を踏まえ、施設の諸事情等により特に必

要があると認める場合を除き、町議会の議員、町長、副町長等が経営する法人等は応募

資格がないものとする。

６ 提出書類

（１）共通書類

①指定管理者指定申請書（様式１）

②法人等の概要（様式２）
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③法人等の役員の名簿を記載した書類（任意様式）

④小鹿野町尾ノ内自然ふれあい館及び関連施設の管理運営に係る事業計画書（様式３）

⑤小鹿野町尾ノ内自然ふれあい館及び関連施設に係る収支計画書（各年度毎）（様式４）

⑥誓約書（５応募資格（１）の「ア」から「キ」に該当しないことの誓約書）（様式５）

（２）法人の場合

①定款若しくは寄附行為その他これらに相当する書類

②登記事項証明書（申請日前３ヶ月以内に取得したもの）

③事業計画書及び収支予算書（申請書提出日の属する事業年度のもの）

④直前３年の各事業年度の事業報告書及び収支決算書

⑤直前３年の法人住民税の納税を証する書類

（３）法人以外

①法人等の設立を定めた規約その他これに類する書類

②申請書を提出する日の属する事業年度の事業計画書及び収支予算書

③前年の事業年度の事業報告書及び収支決算書

④前年の当該代表者に係る住民登録のある市町村が発行する税の滞納がないことを証す

る証明

７ 申請の手続き

（１）受付期間

令和７年４月２５日（金）～令和７年５月１２日（月）まで（土・日・祝日を除く）

（２）受付時間

午前９時から午後５時まで

（３）提出方法

郵送又は持参してください。郵送による場合は締切日必着。

（４）提出部数

正副各１部

（５）提出先

〒368-0192 小鹿野町小鹿野８９番地

小鹿野町役場 産業振興課

（６）事業ヒアリング開催（指定管理者選考委員会）

以下の日程で、書面審査及びヒアリング等を実施しますのでご出席ください。

なお、指定管理者選考委員会の詳細については申請者へ、別途通知します。

【期 日】 令和７年５月中旬

【場 所】 小鹿野町役場

８ 選考方法

（１）指定管理候補者の選考方法

指定管理者選考委員会は、選考基準に基づき、書面審査及びヒアリング等を実施し、指

定管理候補者を選考し、町長が決定する。なお、審査の結果、該当者なしとする場合があ

る。
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（２）選考基準

ア．経営理念

（ア）経営意欲

（イ）平等性

（ウ）安全性

（エ）信頼性

（オ）独創性

イ．経営能力

（ア）資金力

（イ）企画力

（ウ）実行力

ウ．経営戦略

（ア）誘客対策

（イ）接客対策

（ウ）顧客サービス対策

（エ）経費削減対策

（オ）雇用対策

（３）審査結果

審査結果については、応募者全員に文書で通知する。なお、審査結果については、必要

に応じて公表する。

（４）協定書締結の事前協議

指定管理候補者の選定後、速やかに協定書締結の事前協議を開始する。

（５）無効又は失格

以下の事項に該当する場合は、無効又は失格となることがある。

ア．申請書の提出方法、提出先、提出期限などが守られなかったとき。

イ．記載すべき事項の全部又は一部が記載されていないとき。

ウ．申請書に記載すべき事項以外の内容が記載されているとき。

エ．虚偽の内容が記載されているとき。

オ．その他、指定管理者選考委員会で協議の結果、審査を行うに当たって不適当と認めら

れるとき。

９ 注意事項

（１）事業計画書等の著作権は、申請者に帰属します。ただし、町は、指定管理者の決定の

公表等に必要な場合には、事業計画書等の内容を無償で使用できるものとします。

（２）提出された書類は理由の如何にかかわらず返却しません。

（３）申請受付後に辞退する場合は、その旨を書面で提出してください。

（４）申請書類の作成・提出に要する費用は、すべて申請者の負担とします。

（５）申請書類等は、小鹿野町情報公開条例に基づき、公開することがあります。

（６）受付期間の終了後における申請書類等の再提出または差替えは、原則として認めませ

ん。

（７）町が必要と認める場合は、申請書および添付書類の内容について説明や追加資料を求
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めることがあります。

10 問合せ先

小鹿野町役場 産業振興課

℡ 0494-75-5061 Fax：0494-75-2819 Email sangyo@town.ogano.lg.jp
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資料１

指 定 管 理 者 選 考 基 準

小鹿野町公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例に指定

管理者の選考基準が制定されています。

（指定管理者の指定）

第３条 町長は、前条の規定による申請があったときは、次の各号のいず

れにも該当するもののうちから指定管理者の候補者を選定し、議会の議

決を経て指定管理者として指定しなければならない。

（１）その事業計画による公の施設の運営が、利用対象者の平等利用を確

保することができるものであること。

（２）その事業計画書の内容が、当該事業計画書に係る公の施設の効用を

最大限に発揮させるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られる

ものであること。

（３）その事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力

を有するものであること。

２ 町長は、指定管理者の指定を行ったときは、その旨を告示しなければ

ならない。

選考基準として考えられる項目（参考）

☆ 地域の実情に精通していること

☆ 経営理念（経営意欲、平等性、独創性、効率性、安定性、等）

☆ 経営能力（資金力、企画力、実行力、等）

☆ 経営戦略（誘客対策、接客対策、顧客サービス対策、経費削減対策、

雇用対策等）
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指定管理者選考評価表

申請団体名【 】

区 分 項 目 評 価 点

経営意欲 ５ ４ ３ ２ １

平等性 ５ ４ ３ ２ １

経 営 理 念 安全性 ５ ４ ３ ２ １

信頼性 ５ ４ ３ ２ １

独創性 ５ ４ ３ ２ １

小 計

資金力 ５ ４ ３ ２ １

経 営 能 力 企画力 ５ ４ ３ ２ １

実行力 ５ ４ ３ ２ １

小 計

誘客対策 ５ ４ ３ ２ １

接客対策 ５ ４ ３ ２ １

経 営 戦 略 顧客サービス対策 ５ ４ ３ ２ １

経費削減対策 ５ ４ ３ ２ １

雇用対策 ５ ４ ３ ２ １

小 計

総 合 評 価 点
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小鹿野町尾ノ内自然ふれあい館及び関連施設の指定管理業務 仕様書

指定管理者が行う小鹿野町尾ノ内自然ふれあい館及び関連施設（以下「関連施設」という。）

の業務内容およびその範囲等は、本仕様書のとおりとする。

１ 法令の遵守

施設の管理にあっては、「小鹿野町尾ノ内自然ふれあい館及び関連施設設指定管理者募集要

項」（以下「募集要項」という。）及び本仕様書のほか、次に掲げる法令等を遵守し、適切な管

理を行わなければならない。

（１）小鹿野町公の施設に係る指定管理者の指定の手続き等に関する条例

（２）地方自治法

（３）小鹿野町個人情報保護条例

（４）小鹿野町行政手続例

（５）小鹿野町使用料条例

（６）小鹿野町尾ノ内自然ふれあい館及び関連施設条例

（７）その他関係する法令等

２ 管理にあたっての留意事項

（１）利用者の安全確保を最優先すること。

（２）施設の設置目的の達成に努めるとともに、町の施策や政策と合致した管理運営等を行

うこと。

（３）公の施設としての性格を十分認識し、施設の利用に関し、公平性を確保すること。

（４）利用者の意見を管理運営に反映させ、利用者の満足度を高めていくこと。

（５）事業計画書等に基づき、適正かつ効率的に運営を行い、経費の節減に努めること。

（６）施設、設備及び備品の維持管理を適切に行うこと。

（７）業務を通じて取得した個人に関する情報を適切に取り扱うこと。

（８）近隣住民や関係機関との良好な関係を維持すること。

３ 開館時間及び休業日

尾ノ内自然ふれあい館における開館時間及び休業日は以下のとおりとする。ただし、特に必

要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て変更し、又は臨時の休業日を設けるこ

とができるものとする。

◆尾ノ内自然ふれあい館

（１）開館時間 午前９時から午後４時００分

（２）休業日 １２月２９日から翌年の１月３日

◆関連施設を構成する施設

水道給水施設、水洗トイレ、シャクナゲ園及び周辺園地、駐車場及び進入路については、

指定管理者選定後、町と指定管理者とで協議し決定する。
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４ 利用料

利用料は、小鹿野町尾ノ内自然ふれあい館及び関連施設条例により、町長の承認を受け指定

管理者が定め、利用者から徴収する。

５ 業務の範囲

指定管理者の行う主な業務の基本的な内容は、次のとおりとする。その他、町が必要と認め

る業務については、その都度協議する。

【施設の運営に関する業務】

◆共通

（１）豊かな自然との触れ合いや農林業の体験の場として、山村と都市との交流の促進につ

ながる活動をおこなうこと。

◆尾ノ内自然ふれあい館

（１）新規利用の促進や利用者数の増加につながる活動を行うこと。

（２）その他必要とおもわれる業務。

◆関連施設を構成する施設（水道給水施設、水洗トイレ、シャクナゲ園及び周辺園地、

駐車場及び進入路）

（１）関連施設については、常に良好な状況に管理し、景観の保全活動を行うこと。

（２）その他必要とおもわれる事業運営業務を行うこと。

【施設の管理に関する業務】

◆利用の許可等に関する業務

（１）利用の許可及び減免に関する業務

（２）利用料金の収受等に関する業務

（３）施設の案内等に関する業務

（４）使用者数、使用状況の把握、報告書の作成等に関する業務

（５）利用者等への対応に関する業務

◆維持管理に関する業務

（１）関連施設施設、設備の維持管理に関する業務

（２）館内、施設周辺の清掃、ごみ収集及び処理に関する業務

（３）日常点検・保守・巡視・警備に関する業務

（４）施設、設備の軽微な修繕に関する業務

（５）利用者の安全確保及び秩序の維持に関する業務

（６）施設の安全な運営に関する業務

◆衛生管理に関する業務

（１）トイレ等の清掃管理

（２）給排水設備（排水溝、排水口、配水管等）の清掃管理

（３）機械器具の点検及び清掃管理

（４）従事者の健康管理

◆前各号に掲げるもののほか、町または指定管理者が必要と認める業務
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６ 利用の許可等

公の施設であることを踏まえ、施設利用に関し公平性を確保すること。利用の許可及び利用

の許可の取り消しについては、小鹿野町尾ノ内自然ふれあい館及び関連施設条例で定める基準

に従って、適切に行うこと。

７ サービスの向上

施設を清潔に保つとともに、利用者に対するサービスの向上と利用者の増加に努めること。

また、トラブルや苦情等には、迅速かつ適切に対応するとともに、速やかに町に報告すること。

８ 施設及び施設の維持管理

日常又は定期に必要な保守・点検業務を実施し、快適な施設環境の保持に努めること。施設

および設備に不具合等が生じた場合には、協定に基づき適切に対処すること。なお、当該業務

の実施にあたっては、施設および設備等の維持保全関係法令を遵守すること。

９ 従事者の配置

（１）管理業務の執行に必要な人員を確保し適正に配置すること。

（２）従事者の勤務体制については、施設の管理運営業務に支障が生じないよう十分に配慮

すること。

（３）施設の管理運営を総括する者（管理総括責任者）を１名配置するとともに、各種業務

における責任体制を明確にすること。

（４）業務従事者の資質を高めるため、施設の運用に必要な知識や技術を習得するための研

修等を実施すること。

10 情報公開

公の施設の管理であることを踏まえ、適正な文書管理や情報公開の推進等により、施設運営

の透明性の確保に努めること。また、情報の開示に関する請求があった場合には、小鹿野町情

報公開条例の規定に基づき、その管理業務に係る情報の公開に関して必要な措置を講じること。

11 個人情報の取扱い

指定管理業務にあたり個人情報を取扱う場合は、小鹿野町個人情報保護条例及び関係法令等

に基づき、その取扱いに十分留意するとともに、漏えい、滅失又は毀損の防止、その他の個人

情報の適切な管理のため必要な措置を講じること。また、施設の管理に関し知り得た秘密を他

に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、

もしくは指定を取り消された後、又は業務従事者の職務を退いた後においても同様とする。

12 危機管理対応

（１）自然災害、人為災害、事故など、非常又は不測の事態には、速やかに適切な措置を講
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じるとともに、あらかじめ定める連絡体制により、町及び関係機関に遅滞なく連絡するこ

と。

（２）災害や事故等が発生した場合に備え、緊急時における対応マニュアルを作成し、町に

提出すること。

（３）危機管理体制を構築するとともに、利用者の避難誘導など、災害や事故発生時の対応

について随時訓練を行うこと。

（４）消防法等の法令に基づき、消防署などの行政機関から改善の指摘があった場合には、

直ちに改善のための措置を講ずること。

13 業務の再委託等の禁止

指定管理者が行う管理業務の全部を第三者に請け負わせ、または委託してはならない。ただ

し、周辺園地の設備点検、清掃、管理等の一部の業務についてはこの限りではない。

14 自主事業

指定管理者は、自らの費用と責任において、本業務の実施を妨げない範囲において自主事業

を行うことができる。自主事業の内容については、施設の設置目的に沿ったものであること。

また、実施にあたっては、次に掲げる事項を留意すること。

（１）自主事業は、自己資金や当該自主事業による収入等を充てるものとする。

（２）あらかじめ町に対し事業計画書を提出し、町の承認を得て実施すること。また、事業

計画に変更がある場合も町の承認を得ること。

15 管理業務報告書

指定管理者は、小鹿野町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例第４条の規

定に基づき、次に掲げる事項を記載した事業報告書を提出すること。

（１）管理運営業務の実施状況及び利用状況

（２）利用料または利用に係る料金の収入の実績

（３）管理に係る経費の収支状況

（４）前３号に掲げるもののほか、管理の実態を把握するために必要な事項

16 管理業務計画書

指定管理者は、毎年度、町が指定する期日までに、次に掲げる事項を記載した管理業務計画

書を提出すること。

（１）管理運営の体制

（２）業務の概要及び実施する時期

（３）管理運営に要する経費の総額及び内訳、収支計画

（４）指定管理者の財務状況を説明する資料（損益計算書、貸借対照表）

（５）その他、町が必要と認める事項
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17 管理に要する経費

（１）管理運営の業務に要する経費は、町から支払われる指定管理料と施設の利用料金収入

及び指定管理者が行う自主事業により賄うこと。

（２）指定管理料の額や支払方法等については、町との協議により年度ごとに協定で定め、

予算の範囲内で行うものとする。

18 原状回復義務

（１）施設又は設備の変更をしようとするときは、あらかじめ町と協議するものとする。

また、当該指定管理者の指定期間が満了したとき、又は指定を取り消されたときは、町

の指示するところにより、その管理を行わなくなった施設又は設備を原状に回復しなけれ

ばならない。ただし、施設又は設備の価値を高めるなどの理由により原状回復の必要がな

いと町が認めたときは、この限りではない。

（２）施設および設備を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、町の指示するところにより

原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。

19 指定管理者に対する監督・指示等

（１）町は、公の施設の管理の適性を期すため、指定管理者に対して、管理業務内容又は経

理の状況に関し報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。

（２）指定管理者は、管理業務の継続が困難となった場合又はそのおそれが生じた場合は、

速やかに町に報告しなければならない。

（３）指定管理者の責に帰すべき事由により適正な管理が困難となった場合又はそのおそれ

があると認められる場合は、町は、指定管理者に対し改善勧告を行い、期間を定めて改善

策の提出およびその実施を求めることができる。この場合において、指定管理者が定めら

れた期間内に改善することができなかったときは、町は、指定管理者の指定を取消し、又

は期間を定めて業務の全部もしくは一部の停止をすることができる。

（４）指定管理者が町の指示に従わない場合や指定管理者の財務状況が悪化するなど管理業

務の継続が困難と認められる場合、町は、指定管理者の指定を取り消すことができる。

（５）不可抗力その他町又は指定管理者の責めに帰することができない事由により管理業務

の継続が困難となった場合は、町と指定管理者は、管理業務の継続の可否について協議す

るものとする。

（６）上記（3）（4）又は（5）による事由に該当し、指定管理者の指定の取消し等により指

定管理者に損害が生じた場合、町はその賠償の責めを負わないものとする。

（７）上記（3）（4）又は（5）による事由に該当し、指定管理者の指定の取消し等により、

町に指定管理者の債務不履行による損害が生じた場合、指定管理者は賠償の責めを負うも

のとする。

20 指定管理者と町との責任分担

指定管理者と町との責任分担は、原則として次の表のとおりとする。ただし、表に定める事
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項に疑義のある場合、又は定めのない事項については、指定管理者と町が協議をして定めるも

のとする。

区

分
項 目 内 容

実施区分 実施区分の考え方

（町：甲 指定管理者：乙）町 指

建

物

改築又は大規模修繕、

資本的支出の修繕

躯体、基礎、

軸組、小屋組

等の取替
○

建築基準法施行令第 1条に規定する「構

造耐力上主要な部分」については、所有

者である甲が管理すべきものであるた

め、必要に応じて甲が行う。

見積額 50 万円未満の小

規模修繕
○

本来の効用持続年数を維持するための業

務として乙が実施する。

構

築

物

新設等
－

基本的に構築物での新設等は考えていな

いが、必要に応じて甲乙で協議する。

資本的支出の修繕 ○

見積額 50 万円未満の修

繕
○

本来の効用持続年数を維持するための業

務として乙が実施する。

機

械

装

置

新設等

－

基本的に機械装置単独での新設等は考え

ていないが、必要に応じて甲乙で協議す

る。

資本的支出の修繕 ○

見積額 50 万円未満の修

繕
○

本来の効用持続年数を維持するための業

務として乙が実施する。

工

具

器

具

備

品

購入
○

施設の管理運営上必要なものの購入であ

るため、乙が実施する。

資本的支出となる修繕 ○

上記以外の修繕

○

本来の効用持続年数を維持するための業

務として乙が実施する。

上記以外の建物、構築物、機械

装置、工具器具備品の改築、改

造等

いわゆる「模

様替え」等 ○

サービス向上や効率的な運営のため、改

築等した部分についての権利を将来にわ

たって主張しないことが条件

基本的な考え方

※１ 原則として、本来の効用持続年数を維持するために必要な限度の維持補修（小規模：見積額 50

万円未満のもの等）は、施設の管理に付随するものであるため、乙が実施しそれ以外は甲が実施す

る。ただし、緊急を要する場合など、特別な理由がある場合は、甲乙協議のうえ決定する。

※２ 乙は、建物の改築又は修繕、構築物の新設等又は修繕、機械装置の新設等又は修繕及び備品の購

入にあたっては、原則としてあらかじめ甲と協議し、承認を受けなければならない。



7

21 協定の締結

議会の議決を経て指定管理者に指定された後、町と指定管理者は、施設を適正かつ円滑に管

理運営するために必要となる詳細な事項について協議を行い、これに基づき協定を締結する。

協定は、指定期間全体の基本的事項を定めた「基本協定」および年度ごとの事業実施に係る事

項を定めた「年度協定」とし、協定の主な内容は次のとおりとする。なお、町と指定管理者と

の協議により協定の内容に変更が生じる場合がある。

（１）基本協定の主な内容

・業務に関する基本的な事項

・指定管理料及び利用料金に関する事項

・管理業務を行うにあたって保有する個人情報の保護に関する事項

・管理業務計画・管理業務報告に関する事項

・指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項

・責任分担に関する事項

・その他

（２）年度協定の主な内容

・当該年度に町が支払うべき指定管理料に関すること

・その他

22 その他

（１）現在の施設全体が、老朽化の進展又は事故等により施設として使用できない状況に至

り、町が事業継続を困難と判断した場合、町は指定管理者に損失補償をすることなく協定

を取り消すことができる。

（２）指定管理者に指定することが著しく不適当と認められる事情が生じたときは、指定管

理者に指定しない場合がある。この場合、業務の準備のために支出した費用については、

町は一切補償しない。

（３）各種規定等がない場合は、町の諸規定に準じて業務を実施すること。

（４）指定管理者は、町と十分に連携を図り、適切な管理運営に努めること。

（５）その他、本仕様書に記載のない事項については、町と協議を行うものとする。



 凡例

    管理箇所を示す。

尾ノ内自然ふれあい館

エ 駐車場

エ 駐車場

森林管理道八日線

ア 水道給水施設

ウ シャクナゲ園及び周辺園地

イ 水洗トイレ

オ 進入路


